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【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｈ   9/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｈ   9/02    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  23/10    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  23/10    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成26年1月8日(2014.1.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　　第１観点の水晶デバイスは、電圧の印加により振動する励振部と励振部の周囲を囲む
枠部とを有する水晶材により形成され、枠部が第１方向と該第１方向と交差する第２方向
の辺を有する矩形形状の水晶素子と、枠部の一主面に接合され、第１方向と第２方向の辺
を有する矩形形状のベースと、枠部の他主面に接合され、第１方向と第２方向の辺を有す
る矩形形状のリッドと、を備え、水晶材の枠部、ベース及びリッドのそれぞれの第１方向
の辺には、水晶素子の第１方向の熱膨張率に対応した第１接合材が塗布され、水晶材の枠
部、ベース及びリッドのそれぞれの第２方向の辺には、水晶素子の第２方向の熱膨張率に
対応し、第１接合材とは異なる第２接合材が塗布される。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　図３（ａ）に示されるように、リッド１０は、ｙ軸方向と長辺方向が平行であり、ｘ軸
方向と短辺方向が平行である長方形の主面を有している。図２に示されるように、リッド
１０の主面には＋ｚ軸側の主面である上面と、－ｚ軸側の主面である天井面１１とが形成
されている。－ｚ軸側の面の外周部には第１水晶素子２０と接合する面である接合面１５
が形成されている。リッド１０には、凹穴が接合面１５から天井面１１に延長するように
形成される。また、リッド１０はＺカット水晶基板を母材として形成されている。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２６】
　また、リッド１０、第１水晶素子２０及びベース３０に同じ水晶材を用いることで第１
水晶デバイス１００はリッド１０及びベース３０と第１水晶素子２０との接合時、または
表面実装時等に４００℃近くまで加熱される際の熱による応力から周波数変動や破損の原
因を減少することができる。しかし、熱による周波数変動や破損は皆無になるわけでなく
、Ｚカット水晶基板とＡＴカット水晶基板との熱膨張係数の違いからリッド１０及びベー
ス３０と第１水晶素子２０との間に応力がかかり、熱は周波数変動や破損の原因となる。
さらに、周波数変動や破損の原因として、ＡＴカット水晶基板の第１水晶素子２０の長辺
方向（ｙ軸方向）と短辺方向（ｘ軸方向）とではそれぞれ熱膨張係数が異なる点や、Ｚカ
ット水晶基板で形成されたリッド１０及びベース３０においても、その長辺方向と短辺方
向とではそれぞれ熱膨張係数が異なる点がある。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　図４に示されるように、第１水晶素子２０の枠部２５の長辺方向（第１方向）の辺には
、ＡＴカット水晶基板の長辺方向の熱膨張係数と同等な第１接合材５１を帯状に塗布して
あり、第１水晶素子２０の枠部２５の短辺方向（第２方向）には、ＡＴカット水晶基板の
短辺方向の熱膨張係数と同等な第２接合材５２を帯状に塗布してある。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　また、リッドウエハ１０Ｗ及びベースウエハ３０Ｗの母材にガラス基板を用いて形成し
てもよい。リッドウエハ１０Ｗ及びベースウエハ３０Ｗの母材にガラス基板を使用する場
合は第１水晶素子２０の枠部２５の長辺方向の熱膨張係数と同等な第１接合材５１を塗布
し、第１水晶素子２０の枠部２５の短辺方向の熱膨張係数と同等な第２接合材５２を塗布
する方法がある。また、第１接合材５１の熱膨張係数は第１水晶素子２０の長辺方向の熱
膨張係数とガラス基板の長辺方向の熱膨張係数との中間値を用い、第２接合材５２は第１
水晶素子２０の短辺方向の熱膨張係数とガラス基板の短辺方向の熱膨張係数との中間値を
用いてもよい。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　音叉型の第２水晶素子４０の枠部４２には、第１実施形態と同様にその長辺方向に第１
接合材５１が塗布され、短辺方向に第２接合材５２が塗布される。また、第１接合材５１
及び第２接合材５２の塗布方法も第１実施形態と同様することができる。
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